
   柏市営繕工事週休２日促進工事実施要領  

 

制定  令和  ６年  ３月  １日  

施行  令和  ８年  １月３０日  

 

 （趣旨）  

第１条  建設業における働き方改革の一環として長時間労働の是正           

 や休日確保に向けた取組が求められている。この要領は，柏市の          

 発注する営繕工事における，この取組に必要な環境整備として，       

 週休２日工事を促進することを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この要領において，次の各号に掲げる用語の意義は，それ  

 ぞれ当該各号に定めるところによる。  

 (1) 週休２日促進工事  営繕工事において週休２日を考慮した労  

  務費を適用し，週休２日の取組を行う工事をいう。  

 (2) 週休２日  対象期間において，４週８休以上の現場閉所（現  

  場休息）を行ったと認められる状態をいう。  

 (3) ４週８休以上  対象期間の総日数を２８日毎に区分をした期  

  間（以下「２８日区分期間」という。）における現場閉所（現  

  場休息）の日数の割合（以下「現場閉所（現場休息）率」とい  

  う。）が，２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状  

  態をいう。    

   なお，現場閉所（現場休息）率の算定には次の条件を付す。  

  ア  現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。  

  イ  降雨，降雪等による予定外の閉所日についても，現場閉所  

   の日数に含める。  

  ウ  工事期間が限定される等の工事特性がある場合にあって  

   は，監督職員の承諾を得て他の２８日区分期間に振り替える  

   ことが出来る。  

 (4) 対象期間  工事着手日から工事完成日までの期間をいう。な  

  お，年末年始６日間，夏季休暇３日間，工場製作のみを実施し  

  ている期間及び工事全体を一時中止している期間のほか，発注  

  者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者  



  の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）及びこれら  

  に類する期間は含まない。  

 (5) 工事着手日  現場で継続的な工事作業に着手した最初の日を  

  いう。  

 (6) 工事完成日  現場での工事作業が全て完了した日をいう。  

 (7) 現場閉所  巡回パトロールや保守点検等を除き，現場事務所  

  での作業を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。  

 (8) 現場休息  分離発注工事の場合に，各発注工事単位で，現場  

  事務所での作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をい  

  う。  

 （対象工事）  

第３条  週休２日促進工事の対象となる工事（以下「対象工事」と  

 いう。）は，建築工事積算基準に基づき積算した営繕工事のう  

 ち，発注者が指定する工事とする。  

  ただし，地域の実情や当該工事固有の条件（完成時期の制約  

 等）により対応が困難な工事は対象外とすることができる。  

 （実施方法）  

第４条  柏市は，対象工事を指定する場合は，公告文及び現場説  

 明書に，対象工事である旨を記載する。（別記１）    

 （積算方法）  

第５条  予定価格の算定において，週休２日を考慮した複合単価，  

 市場単価及び物価資料の掲載価格（材工価格）を適用するものと  

 し，週休２日を考慮していない各単価については，労務費に補正  

 係数（１．０２）を乗じた補正を行う。なお，施工後に現場閉所  

 （現場休息）の達成状況を確認し，４週８休に満たない場合は，  

 請負代金額のうち当該週休２日補正分を契約書第２５条に基づき  

 減額して契約変更を行うものとする。  

 （成績評価）  

第６条  週休２日の達成が確認できなかった場合であっても，工事  

 成績評定点の減点は行わない。  

 （現場閉所（現場休息）の確認方法）  

第７条  現場閉所（現場休息）の確認方法は，次の各号に定めると  

 ころによる。  



  (1) 工事着手前  

  ア  監督職員は，現場閉所（現場休息）の予定日を記載した

「任意の様式による実施工程表（以下「実施工程表」とい

う。）」等を受注者より受領し，週休２日が確保されている

ことを確認する。  

  イ  「対象期間」の設定として，工事着手日及び必要に応じて

工場製作のみを実施した期間などの対象外とする期間を受注

者と協議により決定する。  

  ウ  分離発注工事の受注者は，受注者間で協力し，工事の進捗

に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実

施工程表」を作成する。  

 (2) 工事着手後  

  ア  監督職員は，工程計画の見直し等が生じた場合には，その

都度，現場閉所（現場休息）の予定日を記載した「実施工程

表」等を受注者より受領し，現場閉所（現場休息）の状況を

確認する。なお，「実施工程表」等の修正に当たっては，受

注者及び発注者間で調整を行う。  

  イ  監督職員は，受注者が作成する現場閉所（現場休息）の予

定日が記載された「実施工程表」等により，定期的に対象期

間内の現場閉所（現場休息）の日数を確認する。  

  ウ  受注者は，監督職員による現場閉所（現場休息）の状況の

確認のため「実施工程表 ｣等に現場閉所（現場休息）の日を

記載し，監督職員に提出する。  

  エ  受注者は，対象期間終了後速やかに，監督職員による現場

閉所（現場休息）の状況の確認のため「実施工程表 ｣等に現

場閉所（現場休息）の日を記載し，監督職員に提出する。  

    なお，工事完成日が工期期限に近く，契約変更等の手続き

期間を十分に確保できない場合には，受注者及び発注者間の

協議により現場閉所（現場休息）の状況を確認する日を決定

するものとし，それ以降は，現場閉所（現場休息）の日を協

議により決定し，これに基づき契約変更を行うものとする。  

 (3) その他留意事項  

  ア  現場閉所（現場休息）の状況の確認は，新たな書類作成等



により事務負担が増大しないよう留意し，既存の書類の活用

に努める。  

  イ  監督職員は，現場閉所（現場休息）の前日などに，現場閉

所（現場休息）の日に作業が発生するような指示等は行わな

いように配慮する。  

  ウ  監督職員は，一つの工事現場において，設備工事，内装工

事等の後工程の適正な施工期間を考慮して，全体の工程に遅

延が生じないように，各工事間（分離で発注した工事を含

む。）の調整を適切に実施する。  

  エ  工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する

必要が生じた場合は，その都度，監督職員は受注者と協議す

る。  

  オ  監督職員は，統括安全衛生責任者を選任している場合で，

その者が職務を行うことができないときは，労働安全衛生法

（昭和４７年法律第５７号）等の規定に基づき，代理者を選

任しなければならないことから，「実施工程表」等を受注者

から受領した際に，統括安全衛生責任者を選任している受注

者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行

う。  

  カ  週休２日促進工事の受注者は，対象期間中，週休２日促進   

   工事を実施している旨を工事掲示板等公衆が見やすい場所に  

   明示すること（別記２）。  

  キ  新営工事においては，「公共建築工事における工期設定の  

   基本的考え方」，「建築工事適正工期算定プログラム」  

   （（一社）日本建設業連合会），過去の同種工事の実績及び  

   実施設計委託時に作成した工程表を参考として適正な工期を  

   確保する。  

    改修工事においては，過去の同種工事の実績を基に，実施

設計委託時に作成した工程表を参考として適正な工期を確保

する。  

  ク  週休２日促進工事の契約後，関連事業，関連工事等に起因

する特別の事情により当該促進工事の週休２日の達成が困難

となった場合は，受注者及び発注者間の協議により週休２日



促進工事の対象外とすることができるものとする。  

 （その他）  

第８条  この要領に定めのない事項については，市長が別に定め  

 る。  

  

 附  則  

 （施行期日）  

  １  この要領は，令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

  ２  この要領の規定は，この要領の施行の日以後に公告した工

事について適用する。  

 附  則（令和８年１月２２日改正）  

 （施行期日）  

  １  この要領は，令和８年１月３０日から施行する。  

 （経過措置）  

  ２  この要領の施行日前に工事施行伺を起票した工事について

は，従前の例によることができる。  

  ３  この要領の施行の際，同一現場において，分離発注する工

事で，この要領による改正前の規定により，既に発注した工

事がある場合に，後から発注する工事については，この要領

の施行後においても，従前の例によることができる。  

  



（別記１）  現場説明書等への記載例  

 本工事は，発注者が週休２日に取り組むことを指定する週休２日

促進工事である。その具体的な考え方や手続きについては，「柏市

営繕工事週休２日促進工事実施要領（令和８年１月３０日改定）」

による。  

 

 

（別記２）  取組掲示例  

 

 
【工事掲示板】※大きさ：自由  ただし，周知に不足のない寸法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

            

 

                  

 

 週休２日促進工事   

この工事は，建設現場の  

働き方改革を推進するため，  

週休２日に取り組んでいます。  

工事関係者や公衆が見て  

わかりやすい週休２日の  

工程表などを貼り付け  

(Ａ３サイズ相当 ) 

     施工体系図 

〇〇建設  □□工業 

 

      △△建設 ◇◇興業 

施工体制台帳 施工体制台帳 

建退協 建 設 業 許 可  


